
工事、測量及び建設 コンサル タン ト等業務請負契約 における談合等に

係 る違約金に関す る契約条項

(適 用契約 )

第 1条  この契約条項は、航空 自衛隊契約担当官の締結す る競争入札による

工事、測量及び建設 コンサル タン ト等業務請負契約について適用する。

(該 当事項等 )

第 2条  この契約に関 し、乙が次の各号のいずれかに該 当 した ときは、乙は、

甲の請求に基づき、請負代金額 (本 契約締結後、請負代金額の変更があっ

た場合には、変更後の請負代金額)の 10分の 1に 相 当する額 を違約金 と

して甲の指定する期間内に支払わなければな らない。

(1)乙 が私的独 占の禁止及び公正取引の確保に関す る法律 (昭 和 22年法律

第 54号。以下 「独 占禁止法」 とい う。)第 3条 の規定に違反 し、又は乙

が構成事業者である事業者団体が独 占禁止法第 8条 第 1項第 1号 の規定に

違反 したことにより、公正取引委員会が乙に対 し、独 占禁止法第 7条 の 2

第 1項 (独 占禁止法第 8条 の 3に おいて準用する場合を含む。)の 規定に

基づ く課徴金の納付命令 (以 下「納付命令」 とい う。)を 行い、当該納付

命令が確定 した とき (確 定 した当該納付命令が独 占禁止法第 51条第 2項

の規定によ り取 り消 された場合を含む。 )。

(2)納 付命令又は独 占禁止法第 7条 若 しくは第 8条 の 2の 規定に基づ く排除

措置命令 (こ れ らの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体 (以 下

「乙等」 とい う。)に 対 して行われた ときは、乙等に対する命令で確定 し

たものをいい、乙等に対 して行われていない ときは、各名宛人に対する命

令すべてが確定 した場合における当該命令をい う。次号において 「納付命

令又は排除措置命令」 とい う。)に おいて、この契約 に関 し、独 占禁止法

第 3条 又は第 8条 第 1項 第 1号 の規定に違反す る行為の実行 としての事業

活動があった とされた とき。
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(3)納 付命令又 は排 除措置命 令 に よ り、 乙等 に独 占禁止法第 3条 又 は第 8条

第 1項第 1号 の規定 に違反す る行為が あった とされた期 間及び 当該違反す

る行為 の対象 となった取引分野が示 され た場合 において、 この契約 が、 当

該期 間 (こ れ らの命 令 に係 る事件 につ いて、公正 取引委員会 が 乙に対 し納

付命令 を行い、 これ が確 定 した ときは、当該納付命令 にお け る課徴金 の計

算 の基礎 で あ る当該違反す る行為 の実行 期間を除 く。 )に 入札 (見積 書の

提 出 を含む。 )が 行 われ た ものであ り、かつ 、 当該取引分野 に該 当す るも

ので ある とき。

(4)乙 (法 人 にあつては、その役 員又 は使 用人 を含む。 )の 刑法 (明 治 40

年法律第 45号 )第 96条 の 3又 は独 占禁止法第 89条 第 1項若 しくは第

95条 第 1項 第 1号 に規定す る刑 が確 定 した とき。

(延 滞金 )

第 3条  乙が前 条の違約金 を甲の指定す る期 間内に支払 わない ときは、 乙は、

当該期間 を経過 した 日か ら支払 をす る 日までの 日数 に応 じ、未納金額 に対

し、国の債権 の管理 等 に関す る法律施行令 (昭 和 31年 政令第 337号 )

第 29条 第 1項本文 の規定 に基 づ き財務大臣の定 める延 納利息 の率 を乗 じ

て計算 した額 の延滞金 を甲に支払 わなけれ ばな らない。

(そ の他 )

第 4条  この契約条項 に明記 され ていない事項又 は疑義若 しくは紛争 が生 じ

た ときには、 甲、 乙協議 の上、解決す る もの とす る。

2-1-2


